
地方公共団体向け二地域居住等施策推進ガイドライン

全国二地域居住等促進協議会の自治体会員に対するアンケート調査において、二地域居住等を推進するために「何をやったらよいかわ
からない」との回答が多数であったことを踏まえ、自治体の取組を後押するガイドラインを次の内容により作成。

【経済財政運営と改革の基本方針2021（抜粋）】
多様な二地域居住・多拠点居住を促進するため、保育・教育等の住民

票・居住地と紐づいたサービスの提供や個人の負担の在り方を整理・検
討し、地方自治体向けのガイドラインを本年度中に策定するとともに、空
き家・空き地バンクの拡大・活用等を推進する。

[二地域居住等の社会的意義] [二地域居住等を推進する４つのステップ]
STEP1 地域や生活情報に関する情報発信
○地域の暮らしに関する情報

STEP2  相談窓口の設置
○窓口（相談・案内等）の設置

STEP3  きっかけづくりとなる取組の実施
○お試し居住・テレワーク・サテライトオフ
ィス等の整備
○地域住民との交流機会やプログラムの実施
○地域のファンクラブの設置

STEP4  具体的な取組支援の展開
○住まい：空き家の利活用、家賃や改修費支援
○交通：交通手段の確保や費用負担の支援
○就業環境：テレワーク環境等の整備
○保育・教育：支援制度の検討
○地域コミュニティへの溶け込み：地域の協力、
地域ルールの整理・伝達
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○ コロナ前後の二地域居住等を取り巻く変化や近年のニーズ
○ 社会的意義と推進するためのポイントを４つのSTEPで整理
○ 各ポイントに沿って自治体が取り組んできた先進的・ユニークな事例を紹介
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